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昭和 45 年にはじめて、人口の過度な減少を防止するとともに地域社会の基盤を強化し、

住民福祉の向上と地域格差の是正に寄与することを目的として、「過疎地域対策緊急措置

法」が制定され、全国の多くの地域において過疎地域振興の取り組みが開始されました。そ

の後、本市においても、昭和 55年に過疎地域の指定を受けて以来、現在まで各過疎法に基

づく過疎計画を策定し、過疎対策を進めてきました。現行法に基づく過疎計画は、令和３年

度に策定しています。

（１）昭和 55 年度～平成元年度 過疎地域振興計画（過疎地域振興特別措置法)

（２）平成 2年度～平成 11 年度 過疎地域活性化計画（過疎地域活性化特別措置法）

（３）平成 12 年度～令和２年度 過疎地域自立促進計画（過疎地域自立促進特別措置法）

（４）令和３年度～令和 12年度 過疎地域持続的発展市町村計画

（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法）

過疎地域の要件は、市町村の「人口」及び「財政力」となっており、本市は昭和55年以降、

要件を満たす「過疎地域」として、継続的に指定されています。

（１）過疎法の目的

過疎地域の持続的発展を支援し、人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の

向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土形成に寄与すること

（２）過疎地域の持続的発展のための対策の項目

① 移住及び定住並びに地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等

② 企業立地の促進や中小企業の振興、産業基盤の整備や農林漁業経営の近代化、観

光振興等による産業の振興と安定的な雇用機会の拡充

③ 地域における情報化の促進

④ 道路その他の交通施設等の整備や交通手段の確保及び向上

⑤ 生活環境の整備、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、



2

医療の確保、教育の振興による住民福祉等の向上

⑥ 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成

⑦ 地域における文化の振興、再生可能エネルギーの利用推進

市町村における過疎計画の策定に基づき、過疎対策事業債による地方債措置、国税の特

例・地方税の減収補塡措置などの優遇措置等が実施されます。

○参考資料 過疎対策事業債対象事業について

（１）基本的な事項（市町村概要、人口推移、財政状況など）
（２）地域の持続的発展の基本方針

（３）地域の持続的発展のための基本目標（基本目標の評価に関する事項含む）

（４）計画期間 R8.4.1～Ｒ13.3.31（５年間）
（５）公共施設マネジメント計画との整合

（６）各分野毎の計画 現況と問題点、対策、事業実施計画 ほか

（１）計画（変更計画）の策定にあたって
本市では、令和３年度に「士別市過疎地域持続的発展市町村計画」を策定し、これま

で過疎対策を進めてきましたが、令和８年度から施行となる「第２次士別市まちづくり
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総合計画」をはじめ、各分野における計画や近年の国及び道における政策改定などとの

整合を図るため、今般、過疎計画の変更を行うものです。

（２）地域の持続的発展の基本方針
「第２期士別市まちづくり総合計画」に掲げる基本理念、「 「地域力」で進める 幸福

なまちづくり 」を過疎計画の基本理念とし、あわせて総合計画5つの基本目標に関する

35の施策と総合戦略プロジェクトを推進していくことを、過疎計画の基本方針とします。

（３）地域の持続的発展のための基本目標


